
　介護給付  （要介護１～５） 　介護給付  （要介護１～５）

　介護予防給付  （要支援１・２）

　介護予防事業 ○介護予防・生活支援サービス事業

○二次予防事業 　・訪問型サービス

通所型介護予防事業 訪問介護（現行の訪問介護相当）

訪問型介護予防事業 　・通所型サービス

通所介護（現行の通所介護相当）

○一次予防事業 ○一般介護予防事業

介護予防筋力向上トレーニング事業 介護予防筋力向上トレーニング事業

　任意事業 　任意事業

生活管理指導短期宿泊事業 生活管理指導短期宿泊事業

〈　現　行　〉 〈　移行後　〉

境港市の介護予防・日常生活支援総合事業の構成

　介護予防・日常生活支援総合事業
　（要支援１・２、事業対象者、それ以外の者）

地
域
支
援
事
業

　介護予防給付
　　（要支援１・２）

訪問看護、福祉用具貸与
通所リハビリテーション 等

訪問介護、通所介護

地
域
支
援
事
業

現行と同様 

現行と同様 

総合事業に移行 


